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回口頭 論告
弁護士裏明玉

1

6月22日に開かれた第13回口頭弁論では、原告

側の主張に対し、被告から反論が提出されました。

紙幅の関係で全てには触れられないので、ポイント

となる部分を紹介します。

2

求釈明への回答

原告側は、前回までの裁判で、被告に対し、3つの

事項について釈明を求めていました。①被告は、朝鮮

高校を「無償化」除外した理由として、産経新聞の朝

鮮学校に関する報道記事を提出しているが、各地の朝

鮮学校はすべて独立の学校法人によって運営されてい

る。その記事の愛知朝鮮高級学校との関連性について

説明してほしい、②被告は、朝鮮学校が朝鮮民主主

義人民共和国から教育援助費等の支援を受けている

ことなと＼およそ外国人学校であれば当然の本国との

関わりに対しても、「不当な支配」（＝教育基本法16条

違反）と主張するなと　被告のいう「不当な支配」の

意味や射程範囲が明らかでないので、これを明らかに

してほしい、③被告は、朝鮮学校への「北朝鮮」、朝

鮮総連の「不当な支配」を基礎づける証拠として、産

経新聞の報道や公安調査庁の報告書、民団や「救う会」

の要望書などを提出しているが、一方でこれらの内容

の真実性まで立証する趣旨ではないとしている、それ

では、真実性が不明な事項を「無償化」除外の根拠と

した理由を説明してほしい、という3点でした。

被告は、これに対して、①一全国の朝鮮高級学校は、

極めて同質性が高く、他の学校に関することであって

も愛知朝鮮高級学校に無関係とは言えない、②一本

国から資金援助が不当な支配に当たるわけではない

が、朝鮮学校の場合、朝鮮学校を利用して朝鮮総連

の資金集めをしているとの指摘（産経新聞の報道等）

があり、総合的に見て不当な支配が及んでいる可能性

が拭い去れない、③一提出した報道などは一概に真

実性がないとは言えず、特に破防法の規定による調査

権限を有する公安調査庁の調査結果は軽視できない、

と回答しました。

3

「不当な支配」を基礎づけるとする新たな証拠

被告は、今回新たに、東京都が東京朝鮮学園に対

して補助金を停止するにあたり作成した報告書等他の

朝鮮学園に関する資料を提出しましたが、これらは、

愛知朝鮮学園とは関係のないものです。

4

「不当な支配」を「無償化」除外の根拠とすること

の違法性について

原告側は、外国人学校のなかでも、本国で高校相

当との認定がなされている学校（韓国・ブラジル学校

等）、国際教育機関の認定のあるインターナショナルス

クールについては、「不当な支配」の有無が審査要件

とならないのに、朝鮮学校のみ、このような暖味な審

査要件を課すことは「高校無償化」法の趣旨に反する

と、主張してきました。

これに対し、被告は、そもそも異なる審査要件を専

門家である文部科学大臣が設定しているので、何ら違

法ではないと反論しました。しかし、「無償化法」では

「高等学校の課程に類する課程を置く」外国人学校が

対象となると定められており、一部の学校にのみ暖味

な要件を荷重すること権限は大臣といえども認められ

ないというのが原告の主張です。

5

朝鮮学校「無償化」の根拠規定省令ハの削除に

ついて

被告は、自民党政権成立後、拉致事件や「国民の

理解」を理由として文科大臣が「無償化」除外を決め

たと会見したことについて、それは「無償化」除外の

理由ではなく、大臣の見解を示したものに過ぎない、

よって政治的理由による排除にはあたらないとしてい

ます。このようにして、後から提示された「不当な支配」

の問題に本件を帰着させようとしていますが、このよう

なやり方を打破していくことが今後の訴訟活動に求め

られています。

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●
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宅つと知り伝い′■l

今回は、長年に渡り愛知朝鮮中高級学校の食堂に立ち

続けていらっしゃる文令淑（ムンリヨンスッ）さんにお話を

伺いました。今日も、家を離れて寮生活を送る生徒たちに

「家庭の味」を届けるために献立作り、調理に勤しんでい

らっしゃいます。生徒たちからは親しみを込めて「シンモ

二ン（食堂のおばちゃん）」と呼ばれています。

きっかけは19年前、愛知中高の教育会長を務め

ていらした令淑さんのお兄さんから声を掛けられた

ことでした。そして、息子さんの入学に合わせて愛知

中高の食堂に立ち始め、現在に至ります。もともと

何かを作るのが好きであったこと、ご自身も愛知中

高の卒業生であったこともあり、軽い気持ちで引き

受けたそうです。

ところが、いざ着任してみると戸惑うこともたくさ

んありました。大量の食事を作るための大型炊飯器

など、調理器具に関することもありますが、何より

気になったのが生徒たちの様子でした。食堂での食

事を丸ごと残し、学校近くの飲食店やコンビニで買

い食いをする様子が散見されたのです。

生徒たちの声に耳を傾け、対話を重ねる中で、生

徒たちが「家庭の味」に飢えていることに気がつい

たそうです。素朴な献立で十分だから、温かい、で

きたてを食べたい。それが生徒たちの願いでした。

4

この願いを引き出す過程は、令淑さんの言葉を借

りれば、愛知中高での食事において「子どもを中心

に置く」過程でした。令淑さんが生徒たちの願いに

応えた食事づくりをされるようになって以後、生徒た

ちが自主的にアンケートを行い、メニューの希望な

どを伝えてくるようになりました。

19年間も務める中で、学校や生徒たちの変化も

様々見てこられました。例えば、学生数は減りました

し、食堂がある学生寮の建物は老朽化のために寮と

しては使われなくなりました。現在寮生たちは教員

宿舎を使っていますムまた、着任当初の生徒たちが

連れてきていた幼い弟妹が、大きくなって寮生とな

り、令淑さんの料理を食べる、という経験も多いそ

うですム最近では息子・娘が、ということもあるそう

なので、歴史を感じますね。

この仕事をしていて一番嬉しいのは、卒業生がお

土産片手に「シンモ二ン、元気～？」と言って会いに

来てくれること。だから、体力の続く限りは食堂に

立ち続けたいとにこやかに話してくださいました。

しかし、なかなか簡単じゃない事情もありますム

現在、愛知中高の食堂は人手不足です。昼間の時間

帯には近所の日本の方々もお手伝いしてくださって

いますが、朝食・夕食を作る人が特に足りていませ

ん。「一緒にこういうこと（食事作り）をやりたい人

がいたら、ぜひ声を掛けてほしい」とのことでした。

食事は子どもたちの成長を支える要。そこに関わる

こともまた、大切な朝鮮学校支援ですね。

取材を行ったのはちょうど夕飯時。部活終わりの

生徒たちに混じってキーマーカレーを頂きました。素

朴で温かな味で、生徒たちにも大好評。ごちそうさ

までした！



今さら聞けない

裁判基礎知識

第日画 「無償化裁判」が提起されるまでの流れって？①～審査手続きの停止まで～

制度開始前、無償化制度との関係で朝鮮
学校はどのように扱われていたの？

A：高校無償化制度は、（1）公立高校の生徒から授

業料を徴収しない「授業料無償制」と（2）外

国人学校も含めた私立高校などの生徒に公立高

校の授業料相当分を「就学支援金」として助成

する制度で、民主党政権の目玉政策だったんだ。

2010年度の予算では、外国人学校である各種学

校の生徒に対する就学支援金の分も計上されて

いたよ。

でも、当時の中井拾拉致問題担当大臣が、朝鮮

学校を高校無償化から除外するよう川端達夫文

部科学大臣に要請したところから風向きが変

わってしまったんだ。川端文科大臣が高校無償

化においては「外交は考慮せず」と言明し、国

連人種差別撤廃委員会による日本政府審査（ス

イス・ジュネーブ）で複数の委員が高校無償化

の朝鮮高校除外の動きに対して懸念を表明する

も、当時の鳩山首相が「国交ある国を優先」「指

導内容見えぬ」と朝鮮学校除外を示唆したんだ。

そして、客観的に（日本の）高校の課程に類す

ると言えるか判断するための基準を作り、文部

科学省に「第三者による評価組織」を設置して

教育内容を精査した上で、最終判断する方針を

決め、制度開始時点で、朝鮮高校に通う生徒達

が制度対象から除外されることになったんだ。

Q 制度開始後、基準作りや朝鮮学校の調査
等はどのように進められたの？

A：2010年4月1日、公立高等学校に係る授業料の

不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関

する法律と同法施行規則が施行された後、朝鮮

高校への無償化適用を判断するために、高等学

校等就学支援金の支給に関する検討会議が文

科省に設けられ、基準作りが進められたんだ。

5

Q

検討会議では、東京朝鮮学園の授業風景、設備・

施設、教科書の閲覧も行われたよ。

2010年8月31日、文部科学省は、「高等学校の

課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関

する基準」を発表し、基準の中で「外国人学校

の指定については、外交上の配慮などにより判

断すべきものではなく、教育上の観点から客観

的に判断すべき」とする政府統一見解も公表さ

れたんだ。そして、同年11月5日、朝鮮学校

生徒への「高校無償化」適用基準「公立高等学

校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支

援金の支給に関する法律施行規則第1粂第1項

第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」が

決定されたよ。この規程では、修学年限、教員

数、教員の資格、授業科目、学校としての施設

設備などの教育的観点に基づく客観的な基準が

示されて、私学尊重の趣旨から個別の教育内容

には踏み込まないとされ、全部の朝鮮学校が認

定され得る内容となっていたんだよ。

朝鮮学校への高校無償化が適用される
基準が作られた後、朝鮮学校への審査手
続きはどうなったの？

A：2010年11月17日、愛知朝鮮学園は文部科学

大臣に対し、高校無償化対象校として指定する

ことを求める申請を行ったよ。しかし、同月

23日、韓国・延坪島での南北朝鮮の軍事衝突（砲

撃）事件が起こったんだ。これを受けて、当時

の菅首相は、文部科学大臣に対して朝鮮学校を

高校無償化対象指定校とするための審査手続き

を停止するよう指示してしまったんだよ。だか

ら、菅内閣総辞職前日の2011年8月31日に菅

首相から審査「手続き再開」が指示されるまで、

約9ケ月の間、朝鮮学校への審査手続きすら停

止されたままだったんだよ。



リレー工、ソセイ

「当たり前」を取り戻す闘い
名古屋大学学生蓑瑛希

ついこの間の話ですが、私のアルバイト先の飲食店に、あ

るお客さんが見えました。その方（Kさんとしておきます）

は見た感じ宥めの女性で、2人の友人と一緒に来ていたの

ですが、友人のうちの一人が店長（在日朝鮮人2世）と知

り合いらしく、いつからか店長もその席に混じって4人で話し

はじめました。仕事もひと段落ついた頃、店長が私をその席

に呼んで「ねえ、苦しかったんだよね」といってKさんの告

白を私に聞かせるのでした。

彼女は日本国籍を持つ在日朝鮮人でした。「帰化」前の

大学時代は周りと違うパスポートを見せるのか怖くて卒業旅

行にも行けなかったこと、「韓国人」だと言ったら周りにど

う思われるかと怖くなって人を信じることができなかったこと、

「帰化」したあとも誰かと深い仲になればなるほど「本当

のことを言わなきゃ…」「でも…」を繰り返して罪悪感ばか

りが募ってしまうということ…。実は、2人の友人にはその日

初めてカミングアウトしたそうです。そのときのKさんの緊

張感、恐怖、不安州。悲しいことにそれらは私にとってわか

るようでわかりません。Kさんと私は、たとえ同胞同士だと言っ

ても「他者」なのだとつきつけられた気がします。

それで思い出したのが、私が在日朝鮮人運動に加わろう

と思った動機です。それは「当たり前」を広げたい、という

ことでした。私はそれまでチョソンサラムはウノマルを喋れて

当たり前、ウリノレを歌えて当たり前、ヴ」イルムを名乗って

当たり前、と無意識に思っていたと思います。ところが大学

に入学し留学同（大学・専門学校に通う在日朝鮮人の学生

団体）と関わる中で、そんな「当たり前」は一気に崩され、

自分の「当たり前」がいかに排他的で乱暴なことかと反省し

ました。

けれども同時に、本来それらは「当たり前」であるべきな

んです。誰からも邪魔されるべきではないのに、その権利が

奪われているのです。植民地期も解放後もずっと、朝魚羊人と

して生きる道を阻まれ続けた結果、本来なら「当たり前」に

あるはずの民族教育権は、在日朝鮮人のうちほんの一握り

の人にしか保たれていないのです。その一握りの権利すら、

奪われようとしているという本当に危機的な状況がまさに今

日の状況だと思います。

一見すると「無償化」運動は朝鮮学校とウリ学生を守る

ための運動に見えますが、それだけでは留まらないと信じて

います。朝鮮学校の外にいる者、運動の主体となれない者

を決して切り捨てることのない未来を描きながら、運動して

いくべきだと思います。

また高校無償化の問題は、朝高生や卒業生だけが当事者

ではありません。本当なら朝鮮学校に通っていたはずの多く

の同胞学生も明らかに、植民地期から続く民族教育の弾圧

の被害者です。留学同はその奪われかけた民族教育の機会

を朝鮮人の手で取り戻す場でもありました。かれかのじょら

も自分の問題として継続的にこの闘争に関わるよう巻き込ん

でいき、もっと輪を広げていきたいと思います。

涙ながらに吐き出すKさんの告白を、私たちはどう受け止

めるべきでしょうか。彼女がもし、当たり前のように朝鮮学校

へ通うことができていたら…民族名を名乗れていたら…？

すべての在日朝鮮人が民族名を名乗っても何ら不利益を

被らないような、朝鮮へ修学旅行に行っても総連の一員で

あっても誰からも意地悪されないような、もっと言えばその

辺のカラオケでボタン一つでヴ」ノレを歌えるような、そんな

社会にしていきたいです。この裁判闘争に勝つことで、間

違いなくそんな社会に一歩近づくでしょう。必ず勝てるよう、

微力ですが私もともに頑張っていきたいと思います。
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無償化裁判チャリティーコンサート

「パッピンスほのぼの
ライブ第2弾」
～ご報告～

3月27日「パ、ソピンスほのぼのライブ第2弾」を

行いました。場所は名古屋市の長円寺会館。関係

者を含め158人が集まった会場は早春とは思えな

いほどの熱気に包まれました。また、ロビーではコ

リアンネ、ソトあいちさんによって「ヤツパ、ソ（朝鮮の

甘い蒸かしご飯）」が振る舞われました。今回は同

胞、日本市民、朝・日の学生たちなど幅広い人たち

に出演していただきました。演目もジャズ、ポ、ソブス、

民謡、朝鮮舞踊、男声合唱などバラエティに富んだ、

まさに「具だくさんのパ、ソピンス（小豆やフルーツが

乗った韓国風かき氷）」なライブとなりました。

ライブの進行は留学同東海の金秀烈（キムスリョ

ル）さんと沈華成（シムフアソン）さんに務めていた

だきました。ライブのトップバッターは愛知県立大

学のジャズサークル「武者狸（むしゃり）」さん。ジャ

ズの名曲を披露してくれました。スーツに身を包ん

だ武者狸さんの演奏に会場はムーディーな雰囲気

に。若い学生さんたちの出演は、私たち実行委員会

はもちろんライブに来て下さった皆様にも力になっ

たのではないでしょうか。

また、今回のライブでは武者狸さんと歌手の遠山

洋子さんとのスペシャルコラボも実現しました。ジャ

ズの生演奏に合わせて歌う遠山さんの迫力ある歌

声に会場もおおいに盛り上がりました。遠山さんは

今回のライブのために何度も愛知県立大まで足を運

んでくださいました。そんな遠山さんの歌は「さす

がプロ日　と誰もがうなるもの。会場全体が聞き惚

れました。休憩を挟み、登場したのは「愛知朝鮮中

高級学校の舞踊部」のみなさん。朝鮮の海女さん
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を表現した踊りを披露してくれました。華麗な姿に

見ている人たちもうっとりし、また演技後のインタ

ビューで見せたあどけない姿とのギャ、ソプに思わず

ほのぼのしてしまいました。

最後は同胞の男声合唱グループ「セセデ」さん。

ライブ当日も仕事終わりに馬区けつけてくださいまし

た。レ・ミゼラブルの「民衆の歌（朝鮮語バージョン）」

「子どもたちよ、これがウリハ、ソキョだ」などを披露

してくださいました。重厚な歌声と熱い気持ちに心

打たれた方も多いのではと思います。フィナーレに

はオモ二会の皆様と出演者の皆様、そして会場の皆

様と一緒に「翼をください」を歌いました。一体と

なった会場に私たち実行委員会一同、確かな希望を

感じました。

今後もパ、ソピンスライブを通して多くの方とつな

がり、裁判とサ」八、ソキョ支援に尽力していきたいと

思います。



【無償化デー】報告＆お知らせ

無償化ネットワーク愛知は、無償化問題を訴える

運動を停滞させることなく、裁判闘争を長いスパン

で盛り上げるために、毎月24日前後（提訴日が1月

24日）を「無償化デー」として、昨年9月より様々な

企画を行って参りました。

●ご報告

【第8回無償化デー：4月17日（金）】

第8回無償化デーは、夜の名古屋新前（桜通□）

にて、街頭宣伝を行いました。第4匝】が悪天候で中

止となってしまったので、第1回以来久々の荷室でし

た。約1時間にわたり、弁護団の先生による理論的

かつ情熱的な語りのもと、朝高生、若者、大人総勢

約30名で無償化除外問題を訴えるメッセージ入リボ

ケ、ソトティ、ソシュと裁判傍聴を呼びかけるチラシを道

行く人々に渡していきました。途中、「朝鮮帰れ日と

弁護団の先生に向かって叫ぶ人がいて、胸が痛む場

面もありました。また、無表情で足早に過ぎ去ってい

く人も依然多いです。しかし、「頑張ってね！」「僕も

同胞の人間。こういう活動は頼もしい。」と一声かけ

ながら受け取ってくださる方や会話に発展する方も確

かにいました。まずは伝えることから。そうすれば

たとえ少数でも関心を持つ方々とまた繋がります。今

後も、ゆっくり、じっくリネットワーク作りを進めて

いこうと改めて思いました。

【第10回無償化デー：6月22日（月）】

第10匝】無償化デーは弁護団渾身の準備書面集『希

望の朝を迎えよう』のお披露目会を行いました。第

13回口頭弁論報告集会と同時開催ということもあり、

100名題の方がご参加くださU、準備正面集も60

冊販売することができました。お披露目会では、発

行趣旨が述べられた後、それぞれの準備書面の執筆

担当者の先生から、その概要が説明されました。愛

知の裁判では、日本における朝鮮学校の歩み、戦前

から現在へ至る朝鮮人差別の歴史を始め、無償化除

外問題の背景に潜む、積み上げられてきた問題につ

いて、丁寧に説明を行ってきました。この冊子はその

ための準備書面を収録しています。無償化除外問題を

「お金がもらえるかもらえないか」に燻小化せず　あ

らゆる朝鮮人差別問題の総体の中に適切に位置づけ

ながら、取り組みを進めていく重要性を再確認する

機会となりました。なお、準備書面集の購入をご希

望の方は、無償化ネ、ソト愛知までご連絡ください。

●お知らせ

【第14回無償化デー：10月24日（土）】

愛知朝鮮中高級学校にて、第6回以来、2匡＝∃と

なる交換授業を行います。日本の先生が愛知中高の

トンム（生徒）たちに授業を行います。授業見学も大

歓迎です。みなさま、ぜひご参加ください。お待ちし

ております。

※8月、9月無償化デーの詳細は，無償化ネット愛知のホームペーiLFacebook、IWtterアカウントなどでお知らせをいたします。
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ネットワーク愛知の第2回総会が2015年5月7日の18

時半からウインク愛知12Fの会議室にて行われました。参

加者は約100名でした。

原科浩共同代表の挨拶のあと、弁護団からの裁判経過

報告、事務局長から2014年度の活動報告が行われました。

2014年度は、2ケ月に一度の裁判傍聴、傍聴できなかった

人のための「ミニ学習会」（留学同東海担当→USM担当へ）、

その後の裁判報告会の開催を主たる活動としつつ、その支

援を広げるための様々な活動を行ってきました。

その一つが「無償化デー」の設定で一転無償化問題が5

年になり、裁判も長期化する中で、どうしても、私たちにも

マンネリ化という問題が出てきました。どうしたら、マンネリ

にならずに、自分たちの活動を続け、かつ社会に訴えるこ

とができるだろうかという問題意識から、2013年1月24日

に提訴したので、その日にちなみ、毎月24日前後に無償化

デーを設定することにしました。そして、手を変え、品を変

え、無償化の問題を考える機会を持とうということにしまし

た。第一回目が9月26日「大人の夜の街宣」として、メッセー

ジをいれたティッシュを配りました。その後は、学習会の開

催、朝鮮学校に日本学校教師等を招いての「交換授業」（朝

鮮学校生に日本学校の教師が授業を行った）など、様々な

企画を行ってきました。

もう一つが、裁判応援グッズの開発、販売。2014年度は

エコバッグと缶バッジでした。デザインや質にもこだわった

つもりで一九（好評でよく売れています。）

続いて、2015年度活動計画を事務局長が提起しました。

■孤川年女●貯●書（印14年1月18－12月31日）

【収入の靡】

前年度離農会
食t　　　　　　　蝉せ・ヰ行暮す口座　　　42件

t▲
カンパ

塾処し仙＿＿l塑享褒阜軌＿＿＿＿＿＿＿＿＿仙一

【支出の♯】

■朋暮（附用・挿細食交i貴など〉
活動・土伝t（金属▲塵卜弁蜘■交itなの
免職先行t（トトリ寸トリE塵など）
遥壌★　　（食t先遣十など）
印馴■　　（責料・チラシ専・印書・コピー代など）
事象書　　く攣鞘礼・交剃・グッズ耶tなど）
会■暮　　（決起集禽・暮榊帖■会など〉
Ⅲ　　（事欝用品・縫代など）
手数料　　（■書手抽）

嘲書嘉校にも重用なく暮捜徽慎化遥用を求めるネットワークt知嚢刺青8桑にもとづき、鰭出｛
書、1食通4、鮭缶●Tなどを、壬一重量いたしましたところ、金井の収支■貫の処1が正確にされ
ていることを駿めましたので、ここに牡告いたします。

飽1時5月7日

・・ア高㍉轟
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（1）裁判傍聴、ミニ学習会、裁判報告会の主催

（2）無償化デー企画

（3）新裁判応援グッズの開発J　シャツ（総会に合わせて

売り出しました！）

（4）7月3日のモンダンヨンピルコンサート開催（MERS

の影響で中止になりました。）

（5）ネットワーク愛知の財政基盤の強化

が提案され、承認されました。

さらには、2014年度財政報告、2015年度予算案が事務

局次長から捷起され、承認されました。

総会の後、金尚均先生（龍谷大学法科大学院教授）による

基調講演「京都朝鮮第一初級学校襲撃事件と高校生就学

補助金裁判」が行われました。2009年12月に起こった襲

撃事件が当事者にとってどのような意味と被害だったのかを

振り返りつつ、裁判から判決確定までの経緯、在特会が発

した数々の暴言に含まれたメッセージが、現在、日本政府

の無償化排除、地方自治体の補助金停止問題に内包された

メッセージと共通していると話されました。

京都の裁判が朝鮮学校関係者にとって、人間の尊厳を回

復する意味をもっていたことが繰り返し強調され、無償化裁

判にも同様の意味があることを確認する講演となりました。

無償化裁判も長期化しつつあり、また、今の日本の社会

的雰囲気の中では決して簡単ではない裁判であることは認

識していますが、京都の経験から学ぶこと、力を得ること

が多くあり、会場一同、あらたに裁判を支えること決意しな

おすきっかけとなりました。

■201陣1平幕（節15年1月1日－12月31日）

【収入のさ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（■位・円）

網年度総量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，27●．1乃

曇t l，∝札∝旧
カンパ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．（伽．㈱

行事攣加責　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l00．∝D

t収入　　くグッズt九・チャリティなど）　　　　　　　　　　　　　　　　　1．㈱，（伽

隙二二＝二二二二二二二二二二：二二二二＝隙さここ｝：渕泡雪糎

【支出の♯】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（■蝕円）

弁■毘屠■縫t
活動襲偽貫　く責銅■入・鉄鋼●加■・番台との活動土など）　　　　　　　　　　　聞．㈱
活動実費および予蠣■（弁護団会議交議書など）　　　　　　　　　　　　　　　ら鴎．∝抑
謙二紋」二二二二二二二二二二二二二二：貨脚

∫古瓦ヰットワークt知慮Ⅲ
食■・傍暮チラシ・各種暮科発行上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知．∝氾

itt　　く会1への各4貴職先歳暮など）　　　　　　　　　　　　　　　1軌∝旧
印鋼暮　　（■料・各穐茶内・艶頭書科書印■コピー代）　　　　　　　　　　　1漁．∝泊
事業暮　（よ拝謝乱交i徽・ケツズ■仲代など）　　　　　　　　　　　　　　輔．∝旧
さ■暮　　（儀告▲会場瞳行事など〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300．（伽

だ官記夏（桝●加賀i貴など〉　　　　　　　　　　笥芸

だ琵粁（職恥鮒など）　　　　　　　　　　認諾
獲：黛に＝：二二二二：三二二芸芸三搬
【次年度鵬禽】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．1糾，1乃



陳聖華

みなさん、アン二ヨンハシム二カ！事務局員の陳

聖華（ちん・そんふあ）と申します。

いきなりですが、みなさんは『ボスルルタコチョ

ンチヤルルタコ（バスに乗って電車に乗って）』とい

う歌を聞いたことがありますか。朝鮮学校に通った

ことのある方はきっと知っていると思いますが、日

本語に訳すと『バスに乗って、電車に乗って、ぼく／

わたしたちは学校に行くよ』、こんなフレーズから始

まる歌です。（小学生の音楽の教科書に載っている

のだと思います。）

私は大学卒業までずっと朝鮮学校ではなく日本の

学校に通っていました。自分は在日だとは知ってい

ても、知っている朝鮮語は「アン二ヨンハセヨ」ぐ

らいで新羅や百済のことは習っても日朝の現代史の

ことはほとんど知らないというある意味で「普通の

日本人学生」のように生活してきました。そんな私

ですが、大学入学時に在日本朝鮮留学生同盟（留学

同）と出会い、少しずつモイン（集まり）に参加す

るようになり、初めてのウリマル（朝鮮語）学習会で

習った歌が前述の『ボスルルタコチョンチヤルルタ

コ』でした。そしてそれ以降、事あるごとにこの『ボ

スルルタコ～』を歌わされるのでした。そんなわけ

で（長々すみません）、私にとってこの歌はかなり強

烈に記憶に残っています。

歌はこう続きます。『通学の道のりは遠いとお母さ

んは心配す奉けれど一一一大丈夫、大丈夫。ぼく／わ

たしたちは朝魚羊人』

しちなみに、留学同の先輩たちの一番の盛り上がリ

雲／優しノ
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ポイントは私が「ウリヌンチョソンサラン（わたした

ちは朝鮮人）」と歌うところでしたが、歌詞を少し見

てもらうだけで朝鮮人としての誇りとウリハツキヨ（朝

鮮学校）が大好きだという気持ちが伝わってくると

思います。そんな素敵な歌なのですが、現実を見る

と「ケンチヤナヨ（大丈夫だよ）ウリヌンチョソン

サラン」と言うことが許されないような社会になっ

ているのではないでしょうか。

もちろん、ウリハツキョに通う学生たちも通わせ

るオモ二（お母さん）、アポジ（お父さん）たちも教

えるソンセン二ン（先生）たちも朝鮮人としての誇

りやウリハ、ソ幸∃への愛は誰よりも持っていることと

思います。だけれど　差別から身を守るために登校

時はチョコリではない第2制服を着たり、先生たち

も忙しい仕事の合間を縫って、学生たちの登下校を

見守ることもあったと聞きます。そして、高校無償

化からの除外を受けて、朝鮮の言葉や歴史、文化を

学び、朝鮮人として堂々と生きるという当たり前のこ

とを声を枯らして「お願い」しなければならない状

況まで来てしまったと感じています。

今、全国で無償化闘争が行われています。そして

きっと多くの人が笑顔で「ケンチヤナヨ」と言ってい

るのではないがと思います。でも、その笑顔の下に

はたくさんの涙や怒りが隠されていると思います。

わたしたちは本当の笑顔で大きな声で「ケンチヤナ

ヨ！ウリヌンチョソンサラン！」と言える日を必ず迎

えなければいけないと思います。

歌の最後は『ぼく／わたしたちの学校が待ってい

ます、待っています。』で締めくくられます。1世、

2世たちが守ってきたウリハツキョがこれからも子

どもたちを迎え、同胞たちが集う場であり続けるた

めに、事務局の一員として、一在日朝鮮人として懸

命に声をあげて体を動かしていきたいと思います。

みなさんも一緒に頑張りましょう。よろしくお願い

します。



「モンタンヨンピルコンサートin愛知　いりやあせ！朝鮮学校！」の

中止のご報告とお詫び

7月3日に「モンダンヨンピルコンサートin愛知　いりゃあせ！朝鮮学校！」の開催を予定

しておりましたが、現在韓国におきましてMERS（マーズ：中東呼吸器症候群）が猛威を振るっ

ている状況に鑑み、韓国側とも協議を重ねた結果、今回のコンサートは一旦中止するという判

断を下させていただきました。MERSの韓国内での感染者は160人を超え、多くの方々が亡く

なっておりまれ　また、隔離対象者は6000人を超え、感染拡大を防止するために、韓国内で

も殆どのイベントが中止となっており、日本で行われる予定であった韓国のイベント、交流事

業も次々と中止が決定しているという状況です。今回の中止は、このような事態における苦渋

の決断であることをご理解いただけますと幸いですも　韓国から出演を予定してくだきっていた

公演団アーティストのみなさま、朝鮮学校の学生たちとの交流を楽しみにして準備を進めてく

だきっていた訪問団のみなさま、今回は残念な結果となってしまいましたが、いつか顔と顔を

合わせての交流が実現しますことを心より願っております。

コンサート開催準備のためにご協力をいただいてきました多くの関係者、またコンサートを楽

しみにしてチケットを購入いただいた皆様には、結果的に大変なご迷惑をおかけすることとなっ

てしまいました。お詫び申し上げます。お振込みいただきましたチケット代、協賛広告掲載料

につきましては、順次返金の手続きを取らせていただきます。いましばらくお待ちください。今

回このような残念な結果ではありますが、ご協力によりチケット販売も順調で、席数も残り僅

かとなっておりました。皆様からお寄せいただきました熱い思いに、心よりの感謝を申し上げま

す。今後とも、朝鮮学校支援、無償化裁判支援へのご協力を賜りますように、よろしくお願い

申し上げます。

「モンダンヨンピルコンサートin愛知」

実行委員長　原科浩

（「朝鮮高校にも差別なく無償化適用を求めるネットワーク愛知」共同代表　大同大学教授）

ととり通信14号
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FAX：0562－97－1829

編　　集：USM～貪音～ウリハツキョサポートネットメンバーズ

デザイン：（株）アトリエ・ハル
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、、　臓
2013年1月24日および12月19日の提訴以来、10人が愛知朝鮮高校無償化裁判の原告となって法廷で闘っておりまも

すでに裁判も3年目にはいりました。裁判の長期化が予想されます帆ネットワーク愛知ではじっくり腰をすえて、この裁判を

全面的に支援していきます。

原告を応援するために、ネットワ＿ク愛知では

裁判応援グッズを販売しております。

裁判支援グッズとして、ファイル3点セット、エコバッグ、

缶バッヂ3種、Tシャツ、準備書面集を販売しております。

○エコバッグは、太陽をデザインしたものです。デザイナーがこめた

思いは、「太陽はお前たち（ウリハッキョ）の味方だよ」です。

○缶バッジは、ネットワーク愛知のロゴ、朝鮮学校の舞踊部の女生

徒、愛知朝鮮中高級学校の校舎の一部をデザインしてもらいま

した。

OTシャツは白色のサイズが160・S・M・し、紺色のサイズがS・M・L・

XL（※紺色のLサイズが完売）です。

○準備書面集は、これまでの愛知裁判で提出してきた準備書面

（こちら側の主張）をまとめたものです。

■エコバッグ　1，500円　●缶バッジ　1個　200円

3個　500円

■Tシャツ　　2，000円　■準備書面集1，000円

［自］：160、S、M、L

l紺］＝S、M、し、XL

（※紺色のLサイズが完売）

購入希望の方、または、集会などの折に販売にご協力いただけるようでしたら、下記までご一報ください。

会費納入および

カンパのお敵い

朝鮮高校無倍化ネット愛知では、朝鮮高校生就学支援金不支給違憲国家賠償請求訴訟への支

援のために、『ととり通信』の発行（年4回・瓦版は裁判終了後）のほか、さまざまな集会、学習会、街頭

宣伝、署名、広報リーフレットや応援ケンズの作成などの多彩な活動を行っています。

特に訴訟には、原告裁判参加費（交通費）、裁判実務費、広報費、報告集会費などの多額の費用

がかかります。

これらの活動に必要とされる費用は、みなさまの会費及びご賛同者の方々のカンパによって賄われ

ています。皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いします。

く会費〉1000円／年 

会費とカンパのお振り込み先は、下記の郵便振替口座または銀行頭金口座となります。 

①郵便振替払込口座：〈口座番号〉　00810－9－198143 

②他金融機関からゆうちょへの振込 

〈銀行名〉ゆうちょ銀行　　〈店名〉089（ゼロハチキュウ）　〈店番〉089 

〈預金種目〉当座預金　　〈口座番号〉0198143 

※①②ともく名義〉　朝鮮高校無償化ネット愛知 

【連絡先】　愛知県豊明市栄呵商館55

愛知朝鮮学園内　朝鮮高校無償化ネット愛知　金伸治

Tel：0562－97－1815

Fax：0562－97－1829

Mail：mushoukanet．aichi＠gmail．com




